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議案第 129号 令和５年度登米市一般会計補正予算（第８号） 

議案第 130号 令和５年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）  

議案第 131号 令和５年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第 132号 令和５年度登米市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第 133号 令和５年度登米市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第 134号 令和５年度登米市病院事業会計補正予算（第３号） 

議案第 135号 令和５年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第３号） 

 

本案は、議案第129号令和５年度登米市一般会計補正予算（第８号）から議案第 

135号令和５年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第３号）までについて、

各種会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４億 5,063 万７千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 466 億 8,138 万３千円とするものでありま

す。 

その主な内容として、歳出では、道路整備事業 1,322 万４千円、小学校及び中

学校教育用コンピューター更新事業、あわせて 1,351 万９千円などを減額する一

方、ふるさと応援寄附金に要する経費１億 1,999 万３千円、障害児通所給付費

4,361 万８千円、米山地区公共施設複合化整備事業に伴う、米山総合支所等解体

工事１億 5,192 万１千円などを増額して計上しております。 

歳入では、障害児通所給付費国庫負担金などの国庫支出金 5,669 万７千円、ふ

るさと応援寄附金 8,000 万円、公共施設複合化整備事業債などの市債１億 2,540

万円、財政調整基金などの繰入金１億 6,915 万１千円などを増額して計上してお

ります。 

また、債務負担行為補正として追加 55 件、地方債補正として追加１件、変更５

件を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計で、債務負担行為２件を、後期高

齢者医療特別会計の歳出では、後期高齢者医療広域連合への納付金 3,306 万８千

円などを増額、介護保険特別会計の歳出では、介護報酬改定等に伴うシステム改

修業務委託料 187 万円などを増額して計上しております。 

企業会計については、下水道事業会計で、公共下水道事業における下水道事業

ウォーターＰＰＰ導入可能性調査に係る財源と事業費として、下水道事業収益

800 万円、下水道事業費用 1,000 万円を増額し、農業集落排水事業のマンホール
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ポンプ更新に係る財源と事業費として、資本的収入 6,765 万円、資本的支出 6,770

万円を増額するほか、企業債補正として変更１件を計上しております。 

病院事業会計では、資本的収入 1,773 万 6 千円を増額し、債務負担行為補正と

して追加２件、企業債補正として追加１件を、老人保健施設事業会計では、債務

負担行為補正として追加１件を計上しております。 

 

 

議案第 136号 
登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

  

本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）の一部改正に伴い、

読替規定の見直しなど所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであ

ります。                     （新旧対照表７ページ） 

 

 

議案第 137号 登米市建設計画の変更について 

  

本案は、旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）附則第２

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の２第１項

の規定により起こすことができる地方債を最大限活用できる環境を整えるにあた

り、登米市建設計画の計画期間及び財政計画等を変更するため、同法第５条第７

項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 138号 
指定管理者の指定について（登米市迫公民館及び迫勤労青少年

ホーム）  

議案第 139号 
指定管理者の指定について（登米市北方公民館、迫農村環境改善

センター及び登米市迫青少年センター）  

議案第 140号 指定管理者の指定について（登米市新田公民館）  

議案第 141号 指定管理者の指定について（登米市森公民館）  

議案第 142号 指定管理者の指定について（登米市米谷公民館及び不老仙館）  
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議案第 143号 指定管理者の指定について（登米市米川公民館）  

議案第 144号 
指定管理者の指定について（登米市錦織公民館及び東和勤労青少

年ホーム）  

議案第 145号 

指定管理者の指定について（登米市南方公民館、南方農村環境改

善センター、南方歴史民俗資料館、登米市東郷公民館、南方老人

福祉センター、南方定住促進センター、登米市南方東郷運動広場、

登米市西郷公民館及び南方就業改善センター）  

議案第 146号 指定管理者の指定について（石森ふれあいセンター）  

議案第 147号 指定管理者の指定について（宝江ふれあいセンター）  

議案第 148号 指定管理者の指定について（上沼ふれあいセンター）  

議案第 149号 指定管理者の指定について（浅水ふれあいセンター）  

議案第 150号 
指定管理者の指定について（登米市迫Ｂ＆Ｇ海洋センター、登米

市中田Ｂ＆Ｇ海洋センター及び登米市米山Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

議案第 151号 
指定管理者の指定について（登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリ

センター及び迫野鳥観察館）  

議案第 152号 指定管理者の指定について（南方産地形成促進施設）  

議案第 153号 指定管理者の指定について（登米市有機センター）  

議案第 154号 
指定管理者の指定について（登米市津山林業総合センター、登米

市津山若者総合体育館及び登米市津山運動広場）  

議案第 155号 指定管理者の指定について（平筒沼ふれあい公園）  

議案第 156号 
指定管理者の指定について（迫梅ノ木公園、迫佐沼公園及び迫大

東公園）  

議案第 157号 
指定管理者の指定について（登米市迫体育館、登米市迫武道館及

び登米市新田総合運動場）  

議案第 158号 
指定管理者の指定について（登米市中田総合体育館、登米市中田

球場及び登米市諏訪公園）  

議案第 159号 指定管理者の指定について（登米市米山体育館）  
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議案第 160号 
指定管理者の指定について（登米市石越体育センター及び登米市

石越総合運動公園）  

議案第 161号 
指定管理者の指定について（登米市豊里運動公園及び豊里花の公

園） 

議案第 162号 指定管理者の指定について（登米市民プール）  

  

本案は、議案第138号指定管理者の指定について（登米市迫公民館及び迫勤労青

少年ホーム）から議案第162号指定管理者の指定について（登米市民プール）まで、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び各施設の設置条例の規

定によりその管理を行わせる団体を指定するにあたり、同法第244条の２第６項の

規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 
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議案第136号関係 

登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第34条） 第２節 運営に関する基準（第５条―第34条） 

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第35条・第36条） 第３節 特例施設型給付費に関する基準（第35条・第36条） 

第３章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 第３章 特定地域型保育事業  の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第37条） 第１節 利用定員に関する基準（第37条） 

第２節 運営に関する基準（第38条―第50条） 第２節 運営に関する基準（第38条―第50条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第51条・第52条） 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第51条・第52条） 

第４章 雑則（第53条・第54条） 第４章 雑則（第53条・第54条） 

附則 附則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準（平成26年内閣府令第39号）  において使用する用語

の例による。 

第２条 この条例において、使用する用語は、法及び、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準（平成26年内閣府令第39条）において使用する用語

の例による。 

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同号に掲げる小学校就学前子どもに該当     する教育・保育

給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分     に係る利用定員の総数を超える場

合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法（第４項において「選考方法」という。）

により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第１号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法（第４項において「選考方法」という。）

により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当  する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規

定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規

定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第７条～第12条 （略） 第７条～第12条 （略） 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供 

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ（イ）において同じ。） 57,700円（子ども・子育

て支援法施行令（平成26年政令第213号）第４条第２項第６

号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,

101円） 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ（イ）において同じ。） 57,700円（令          

                                     第４条第２項第６

号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,

101円） 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

第14条～第34条 （略） 第14条～第34条 （略） 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 （略） 第35条 （略） 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する ２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する
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場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当  する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

特例施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条

第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条

第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合にお

いて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保

育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当    

 する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号

      に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と                                                      

                                                             

                                     、第13条第２項中「法第27

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第

３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ

（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

特例施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条

第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条

第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合にお

いて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保

育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法第19条第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」とあるのは「法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２項中「法第27

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第

３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ

（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 



 

-
 
1
1
 
-
 

第36条 （略） 第36条 （略） 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当  する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限

る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設

（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第２号に

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当     する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２

項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中                                               

                                                             

                                                            

           「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第２号に

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「法第19条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「法第19条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」と                        

                                                             

                                                  、第13条第２

項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」
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と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

第３章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準  

第37条・第38条 （略） 第37条・第38条 （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 （略） 第39条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分     に係る利用

定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事

業所の法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第40条～第47条 （略） 第40条～第47条 （略） 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員      を超えて特定地域型

保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型

保育に対する需要の増大への対応、法第46条第５項に規定する便宜の

提供への対応、児童福祉法第24条第６項に規定する措置への対応、災

害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型

保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型

保育に対する需要の増大への対応、法第46条第５項に規定する便宜の

提供への対応、児童福祉法第24条第６項に規定する措置への対応、災

害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

第49条・第50条 （略） 第49条・第50条 （略） 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 
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第51条 （略） 第51条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地

域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含

むものとして、この章（第40条第２項を除き、前条において準用する

第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ。）

の規定を適用する。この場合において、第39条第２項中「利用の申込

みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるの

は「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同条第１号

又は第３号  に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「法第19条第３号」と、「法

第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者

の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地

域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含

むものとして、この章（第40条第２項を除き、前条において準用する

第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ。）

の規定を適用する。この場合において、第39条第２項中「利用の申込

みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるの

は「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この節において同じ。）」とあるのは「法第19条第

１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。）」と                                     、「法

第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者

の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子
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どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中

「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第

２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及

び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」と

する。 

どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中

「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第

２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及

び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」と

する。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 （略） 第52条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号  に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、

第37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないものと

する。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、

第37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないものと

する。 

３ （略） ３ （略） 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第53条 （略） 第53条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による

同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による

同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等
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の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この

条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあ

るのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同

意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得

る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する

前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用

する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用す

る第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項において準

用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規

定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この

条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあ

るのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同

意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、第４項中                

                                                             

                                                             

                「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用す

る第２項各号」と、第５項中                                    

                「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規

定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

第54条 （略） 第54条 （略） 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（特定保育所に関する特例） （特定保育所に関する特例） 

２ 特定保育所が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、

第13条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子ども（特定保育所                      

            から特定教育・保育（保育に限る。第19条

において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」

２ 特定保育所が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、

第13条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をい

う。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第19条

において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」
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と、同条第２項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・

保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」

と、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市の同意

を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けよう

としたとき」とあるのは「法附則第６条第１項の規定による委託費の

支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとした

とき」とし、第６条及び第７条の規定は適用しない。 

と、同条第２項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・

保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」

と、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市の同意

を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けよう

としたとき」とあるのは「法附則第６条第１項の規定による委託費の

支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとした

とき」とし、第６条及び第７条の規定は適用しない。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 



 


